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令和４年４月 27 日 

佐賀県高度情報化推進協議会 

 

令和４年度第１回幹事会 
 

【目的】 

令和４年度の定期総会付議事項等について審議する。 

 

【次第】 

１ 議事 

(1) 定期総会の日程（案）及び次第（案）について 

(2) 定期総会付議事項（案）について 

第１号議案 役員の選任について 

第２号議案 令和３年度事業報告について 

第３号議案 令和３年度収支決算について 

第４号議案 佐賀県高度情報化推進協議会幹事会関係例規の一部改正（案）

について 

第５号議案 令和４年度事業計画（案）について 

第６号議案 令和４年度収支予算（案）について 

   第７号議案 令和４年度会費の取扱い（案）について 

２ その他 
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１ 議事 

(1) 定期総会の日程（案）及び次第（案）について 

令和４年度の定期総会について、次の次第により開催してよいでしょうか。 

 

【日程】（案）：令和４年５月 31日（火） 

 

【会場】（案）：ホテルマリターレ創世 

 

【次第】（案） 

 

Ⅰ 定期総会（15：00～15：40） 

１ 開 会 

２ 議 事 

第１号議案 役員の選任について 

第２号議案 令和３年度事業報告について 

第３号議案 令和３年度収支決算について 

第４号議案 佐賀県高度情報化推進協議会幹事会設置・運営規程の一部改正（案）

について 

第５号議案 令和４年度事業計画（案）について 

第６号議案 令和４年度収支予算（案）について 

第７号議案 令和４年度会費の取扱い（案）について 

３ その他 

４ 閉 会 

 

Ⅱ ＩＣＴに関する講演会（15：50～17：00） 

講演１ メタバースの可能性について：KDDI 

   講演２ 総務省の取組について：九州総合通信局 

 

 

※ 終了後、懇親会を開催予定（17：15～） 

 ※ 新型コロナウイルス感染症の状況よって、Ｗｅｂ開催等に変更する。 
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(2) 定期総会付議事項について 

定期総会の付議事項について、次のとおりでよいでしょうか。 

 

第１号議案 役員の選任について 

 

本会役員の属する組織内での異動等に伴い、会長に欠員が生じている。欠員については補欠の選

任が必要であり、本協議会規約第８条第２項において「幹事を除く役員は、総会において会員の中

から選任する」とされている。また、役員の任期については同規約第 10 条第２項において「補欠

または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする」とされており、

現任の役員の任期は令和５年３月末日までとなっている。 

なお、次の一覧表において、幹事を除く役員は（ ）書きとし、新たな幹事又は役職の変更は下

線を引いている。  
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令和４年度佐賀県高度情報化推進協議会 役員名簿（案） 

 

                ＜会員名＞          ＜役職・氏名(敬称略)＞ 

 

○会長（１名）   （                               ） 

○副会長（２名）  佐賀県ケーブルテレビ協議会          副会長 大野 裕志 

          佐賀大学       総合情報基盤センターセンター長 堀 良彰 

○幹事（20名）   西日本電信電話株式会社佐賀支店       副支店長 坂井 隆之 

（◎は座長）   九州電力株式会社佐賀支店 

技術部通信ソリューショングループ長 南里 考祐 

ニシム電子工業株式会社佐賀支店        支店長 岩橋 修 

佐賀シティビジョン株式会社        営業部次長 下平 憲太郎 

株式会社佐賀新聞社    統合編集本部メディア局次長 中野 星次 

株式会社佐賀電算センター 公共事業部企画営業部２Ｇ兼 

ＩＣＴサービスＧ兼企画Ｇマネージャー 富崎 智彦 

株式会社プライム           企画営業部部長 青木 孝広 

有限会社佐賀情報ビジネス         代表取締役 江島 光代 

株式会社九州コーユー      システム部部長 泓原 敏夫 

特定非営利活動法人ＩＴサポートさが     事務局長 浴本 信子 

特定非営利活動法人シニアネット佐賀      理事長 香月 幸雄 

特定非営利活動法人シニア情報生活アドバイザー佐賀 理事長 久野 美津代 

佐賀県商工会連合会          企画情報課課長 大瀬良 重人 

公益財団法人佐賀県産業振興機構       専務理事 井田 康徳 

唐津ビジネスカレッジ              教頭 下木 祐二 

佐賀コンピュータ専門学校       事務長 堤 和義 

◎佐賀大学                経済学部教授 羽石 寛志 

神埼市                  企画課課長 音成 栄志 

江北町                総務政策課課長 山中 博代 

佐賀県ネットワーク・セキュリティ対策協議会  事務局 秀島 邦彦 

○監事（２名）   株式会社学映システム           専務取締役 松尾 雄一郎 

          小城市              総務部企画政策課長 池田 真澄 
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（参考）令和３年度佐賀県高度情報化推進協議会 役員名簿 

 

                ＜会員名＞          ＜役職・氏名(敬称略)＞ 

 

○会長（１名）   佐賀県                   総務部長 元村 直実 

○副会長（２名）  佐賀県ケーブルテレビ協議会          副会長 大野 裕志 

          佐賀大学       総合情報基盤センターセンター長 堀 良彰 

○幹事（20名）   西日本電信電話株式会社佐賀支店       副支店長 坂井 隆之 

（◎は座長）   九州電力株式会社佐賀支店 

技術部通信ソリューショングループ長 南里 考祐 

ニシム電子工業株式会社佐賀支店        支店長 岩橋 修 

佐賀シティビジョン株式会社        営業部次長 下平 憲太郎 

株式会社佐賀新聞社    統合編集本部メディア局次長 中野 星次 

株式会社佐賀電算センター 公共事業部企画営業部２Ｇ兼 

ＩＣＴサービスＧ兼企画Ｇマネージャー 富崎 智彦 

株式会社プライム           企画営業部部長 青木 孝広 

有限会社佐賀情報ビジネス         代表取締役 江島 光代 

株式会社九州コーユー      システム部部長 泓原 敏夫 

特定非営利活動法人ＩＴサポートさが     事務局長 浴本 信子 

特定非営利活動法人シニアネット佐賀      理事長 香月 幸雄 

特定非営利活動法人シニア情報生活アドバイザー佐賀 理事長 久野 美津代 

佐賀県商工会連合会          企画情報課課長 大瀬良 重人 

公益財団法人佐賀県産業振興機構       専務理事 井田 康徳 

唐津ビジネスカレッジ              教頭 下木 祐二 

佐賀コンピュータ専門学校       事務長 堤 和義 

◎佐賀大学                経済学部教授 羽石 寛志 

神埼市                  企画課課長 音成 栄志 

江北町                総務政策課課長 山中 博代 

佐賀県ネットワーク・セキュリティ対策協議会  事務局 秀島 邦彦 

○監事（２名）   株式会社学映システム           専務取締役 松尾 雄一郎 

          小城市              総務部企画政策課長 池田 真澄 
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第２号議案 令和３年度事業報告について 

 

令和３年度は、中期推進項目として①ＩＣＴ利活用普及推進、②情報セキュリティ普及啓発を掲げ、本協議会

の目的達成に資する事業に取り組んだ。 

また、令和３年度は新型コロナウィルス感染症の影響により例年とは異なるスケジュールとなった。 

 

中期推進項目 

これまで以上にＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、５Ｇ等の技術革新が進み、こうした技術を活用し

た Society5.0の実現に向けた取組が進展しつつある。 

本協議会では、このような時代において新たな知識や価値を創出するために、多様な専門性を持

つ会員間の情報の共有化を図り、相互協力のもと、以下の中期推進項目を積極的に進めていく。 

① ＩＣＴ利活用普及推進 

県民がデジタル社会の利便性を実感・享受できる豊かで住みよい地域社会を実現するために、

県民、県内事業者等に対しＩＣＴに関する最新情報やＩＣＴの更なる利活用のきっかけとなる情

報の収集、調査、周知等を行う。 

また、地域住民のＩＣＴ機器・サービスやマイナンバー制度の正しい理解の底上げ及び世代間

デジタルデバイドの解消に必要な取組の企画立案を行う。 

② 情報セキュリティ普及啓発 

ＩＣＴ機器の発展及び利活用の多様化に伴い、情報、人、組織等のあらゆるものが相互に影響

を及ぼし合う状況が当たり前となり、個人による発信も容易に行うことができる時代となった一

方で、フィッシングによる個人情報等の搾取や標的型攻撃による被害など、個人、事業者を問わ

ず脅威が高まっていることから、引き続き、様々な機会や媒体により、ＩＣＴ機器・サービスの

正しい理解、特に情報セキュリティに関する普及啓発活動を行う。 

 

 

１ 会議 

(1) 定期総会 

日付 令和３年６月１１日（金） 

場所 オンライン開催 

内容 

役員の選任について 

令和２年度事業報告について 

令和２年度収支決算について 

佐賀県高度情報化推進協議会幹事会関係の一部改正（案）について 

令和３年度事業計画（案）について 

令和３年度収支予算（案）について 
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(2) 幹事会 

高情協の事業計画、収支決算及び収支予算の策定、幹事会直轄事業に関する審議を行った。 

〇第１回 

日付 令和３年４月 27 日（火） 

場所 オンライン開催 

内容 
定期総会次第（案）について 

定期総会付議事項（案）について 

 

〇第２回 

日付 令和３年 10月 4 日（月） 

場所 オンライン開催 

内容 

第２回ＩＣＴに関する講演会について 

ＩＣＴ利活用促進調査研究について 

ＩＣＴ利活用先進事例視察について 

 

〇第３回 

日付 令和４年１月 14 日（金） 

場所 オンライン開催 

内容 

ＩＣＴ利活用先進事例視察について 

情報モラル啓発イベントについて  

令和４年度運営方針について    

 

〇第４回 

日付 令和４年３月 18 日（金） 

場所 オンライン開催 

内容 
令和４年度事業計画案について 

令和４年度定期総会について  

 

 

( 
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(3) 企画運営グループ及び広報グループ 

ア 企画運営グループ 

単年度の事業計画の原案の策定並びに各事業の企画及び運営を行った。 

〇第１回（メール開催） 

日付 令和３年４月 21 日（水）回答期限 

内容 
定期総会議案書について 

その他 連絡事項：ネットワーク広報事業に係る内訳について 

 

〇第２回（メール開催） 

日付 令和３年８月 25 日（金）回答期限 

内容 

第２回ＩＣＴ講演会について 

ＩＣＴ利活用促進調査研究について 

令和３年度 ICT 先進事例視察の実施について 

その他 

 

〇第３回（メール開催） 

日付 令和４年３月 15 日（火） 回答期限 

内容 

令和４年度の事業計画案について 

令和４年度定期総会について  

その他 

 

イ 広報グループ  

各事業実施に当たっての広報を行った。また、各事業結果の会員への情報提供及び共有化を行う。 

・令和３年度は開催しなかった。 

 

２ 幹事会直轄事業 

中期推進項目 

① 情報セキュリティ普及啓発 

② ＩＣＴ利活用普及推進 

 

（体系） 

　関係団体との意見交換・事業調整

１　ＩＣＴ利活用促進調査研究

２　ＩＣＴ利活用推進団体支援事業 　ＩＣＴ利活用推進事業補助金交付

　ネットの安全・安心けいはつコンクール

　情報モラル啓発イベント

１　ＩＣＴに関する講演会

Ⅰ　ＩＣＴに関する講演会等

２　ＩＣＴ利活用先進事例収集・紹介

４　ネットワーク・広報事業

３　情報セキュリティ事業

Ⅱ　ＩＣＴ普及啓発事業

化 
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Ⅰ ＩＣＴに関する講演会等（中期推進項目①、②関連） 

県内各地域における情報化の推進を図るため、会員、事業者、一般県民を対象として、ＩＣＴの最新動向を

知るとともに、ＩＣＴの効果的な利活用を促進するための講演会を開催した。 

また、講演会補完事業として、これからＩＣＴ利活用の推進を図ろうとする会員にとって 

参考となるＩＣＴ利活用先進事例の視察については、新型コロナウイルス感染拡大傾向のため見送った。 

 

〇第１回ＩＣＴに関する講演会 

日付 令和３年７月 26 日（月） 

場所 オンライン開催 

内容 

講演①演題 ビジネスチャット「elgana」のご紹介について 

講師 日比 豊 氏（NTTビジネスソリューションズ株式会社） 

講演②演題 「RPA,AI-OCR」のご紹介について 

講師 名古屋 淳 氏（ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社） 

講演③演題 ICT ツールの導入効果について 

   講師 森山 澄江 氏 （大政建設株式会社 ） 

参加者数  約 70 人 

 

〇第２回ＩＣＴに関する講演会 

日付 令和３年 11月 24 日（水） 

場所 オンライン開催 

内容 

講演①演題 デジタル庁について 

講師 染谷 智之 氏（デジタル庁 戦略・組織グループ） 

講演②演題 情報漏洩等に関する賠償損害の補償 

講師 金村 茂樹氏 （あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 

参加者数  約 50 人 

 

〇視察 

 ・中止（新型コロナウイルス感染拡大傾向のため） 

 

Ⅱ ICT 普及啓発事業 

１ 情報セキュリティ事業（中期推進項目②関連） 

(1) ネットの安全・安心けいはつコンクール 

佐賀県、佐賀県教育委員会、佐賀県警察本部、特定非営利活動法人ＩＴサポートさが及び本協議会で実

行委員会を構成して、第 14 回令和３年度ネットの安全・安心けいはつコンクールを実施した。 

・ 作品応募総数 482点 

・ 令和４年２月 16 日（水）～２月 22 日（火）佐賀市アバンセ展示コーナーに展示 

・ 令和４年２月 20 日（日）～２月 27 日（日）表彰動画をオンラインで限定公開 

・ 佐賀県知事賞などのほか、佐賀県高度情報化推進協議会賞を交付 
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(2) 情報モラル啓発イベント 

ネットの安全・安心けいはつコンクールの受賞作品を用いて、情報モラルやセキュリティの啓発に取り

組むイベント→次年度に持ち越し 

 

〇情報モラル啓発イベント（令和３年度コンクール受賞作品の投影展示） 

日付 令和４年度に持ち越し（時期未定） 

場所 モラージュ佐賀 

内容 
令和３年度ネットの安全・安心けいはつコンクールの受賞作品展示（サイネー

ジによる投影展示） 

 

２ ＩＣＴ利活用促進調査研究（中期推進項目①関連） 

研究課題は、ICT に関する最新情報、ICT の更なる利活用、マイナンバーの普及・啓発など 

令和３年度中期推進項目に沿ったものとして下記期間に公募及び再公募をしたが応募がなかった。 

 

①令和 3 年７月 13 日（火）～8 月 13 日（金） 

②令和 3 年 10 月 8 日（金）～11月 5日（金） 

 

３ ＩＣＴ利活用推進団体支援事業（中期推進項目①、②関連） 

(1) ＩＣＴ利活用促進事業補助金交付 

ＩＣＴ利活用を推進する団体が実施する中期推進項目に該当する事業への補助を行った。 

 

ア 特定非営利活動法人シニアネット佐賀（補助金額 300 千円） 

〇スマホ基礎講座 

日付 場所 受講者数 

令和 3年 9月 28日（火）、29日（水） 唐津市都市コミュニティセンター 24 人 

令和 3年 11月 9 日（火）、10日（水） 唐津市都市コミュニティセンター 26 人 

令和 3年 11月 11日（木）、12日（金） 唐津市相知交流文化センター 16 人 

令和 3年 12月 1 日（水）、2日（木） 江北町ふれあい交流センターネイブル 28 人 

令和 4年 1月 13日（月）、14日（火） 唐津市相知交流文化センター 14 人 

令和 4年 1月 25日（火）、26日（水） 佐賀市立兵庫公民館 24 人 

 

イ 特定非営利活動法人シニア情報生活アドバイザー佐賀（補助金額 292 千円） 

〇パソコン、タブレット、スマホのシニア困りごと相談会 

日付 場所 受講者数 

令和 3年 9月 14日（火） 鳥栖市立若葉まちづくり推進センター 12 人 

令和 3年 10月 13日（水） 鳥栖市立麓まちづくり推進センター 7 人 

令和 3年 11月 2 日（火） 佐賀市南川副公民館 12 人 

令和 3年 11月 8 日（月） 佐賀市新栄公民館 10 人 

令和 3年 11月 16日（火） 佐賀市富士公民館 10 人 

令和 3年 11月 17日（水） 武雄市橘公民館 8 人 

令和 3年 11月 18日（木） うれしの市民センター 12 人 

令和 3年 11月 30日（月） 鳥栖市弥生が丘まちづくり推進センター 10 人 

令和 3年 12月 9 日（木） 鳥栖市立麓まちづくり推進センター 6 人 
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令和 3年 12月 16日（木） 佐賀市巨勢公民館 4 人 

令和 4年 1月 10日（月） 嬉野市塩田中央公民館 6 人 

令和 4年 1月 13日（金） 佐賀市開成公民館 6 人 

令和 3年 1月 24日（月） 嬉野市塩田中央公民館 4 人 

令和 4年 1月 25日（火） 佐賀市金立公民館 3 人 

令和 4年 1月 25日（火） 鹿島市生涯学習センターエーブル 12 人 

 

４ ネットワーク・広報事業（中期推進項目①、②関連） 

中期推進項目に合致する関係機関、団体の個々の取組について、各種事業のＷｅｂ上での 

広報について協力した。 

また、本協議会ＨＰやＳＮＳ等のＷｅｂ各種媒体を通じて会員間の情報の共有化を図るとともに、 

本協議会の事業告知や成果、関係団体のＩＣＴに関する取組等、ＩＣＴに関する様々な情報を広く 

社会に情報発信した。 

 

〇さがプログラミングアワード 2021 

日付 令和３年 12月 25 日（土） 

場所 メートプラザ佐賀 

対象 県内在住または在学の小学生 

主催 佐賀新聞社 

共催 非営利活動法人公共デザインイニシアティブ 

後援 

佐賀県高度情報化推進協議会/佐賀県/佐賀県教育委員会/20市町教育委員会/経

済産業省/全国新聞社事業協議会/サガテレビ/NBCラジオ佐賀/ぶんぶんテレビ/

エフエム佐賀 

 

〇サイバーセキュリティセミナー 

日付 令和３年 11月 22 日（月） 

場所 オンライン開催 

対象 県内の中小・小規模事業者 

主催 

経済産業省九州経済産業局/佐賀県/(公財)佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イ

ノベーションセンター/佐賀県商工会議所連合会/佐賀県商工会連合会/佐賀県

中小企業団体中央会/佐賀県警察本部 

後援 

一般社団法人 九州経済連合会/佐賀新聞社/サガテレビ/ＮＨＫ佐賀放送局/佐

賀県高度情報化推進協議会/佐賀県ネットワークセキュリティ対策協議会/佐賀

県ケーブルテレビ協議会/特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ

協会 (JNSA)  

 

〇第５回生産性向上のためのＩＴフェア 

日付 令和３年 11月 17 日（水） 

場所 オンライン開催 

対象 県内の中小・小規模事業者 

主催 
佐賀県商工会議所連合会、佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会、

佐賀県産業スマート化センター 

後援 佐賀県高度情報化推進協議会 
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第３号議案 令和３年度収支決算について 
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監査報告書  
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第４号議案 佐賀県高度情報化推進協議会幹事会関係例規の一部改正（案）について 

 

○ 佐賀県高度情報化推進協議会規約の一部改正 

改正前 改正後（案） 

（事務局） 

第 20 条 本会の連絡、会計その他の庶務事

務を処理する事務局を佐賀県総務部情報

課デジタルイノベーション室に置く。 

（事務局） 

第 20 条 本会の連絡、会計その他の庶務事

務を処理する事務局を佐賀県総務部行政

デジタル推進課に置く。 

 

附 則 

この規約は、令和４年５月 31 日から適用する。 

 

○ 佐賀県高度情報化推進協議会会計規程の一部改正 

改正前 改正後（案） 

（出納員） 

第３条 略  

２ 出納員は、事務局職員のうち、佐賀県総

務部情報課デジタルイノベーション室係長

の職にある者（２人以上あるときは、あらか

じめ事務局長が指名する者）をもって充て

る。 

３ 略 

４ 略 

（預金及び印鑑の管理） 

第 15 条 略 

２ 略 

３ 出納に使用する通帳は、事務局員のう

ち、佐賀県総務部情報課デジタルイノベー

ション室副室長の職にある者が保管する

ものとする。 

 

（出納員） 

第３条 略  

２ 出納員は、事務局職員のうち、佐賀県総

務部行政デジタル推進課行政デジタル化

担当係長の職にある者（２人以上あるとき

は、あらかじめ事務局長が指名する者）を

もって充てる。 

３ 略 

４ 略 

（預金及び印鑑の管理） 

第 15 条 略 

２ 略 

３ 出納に使用する通帳は、事務局員のう

ち、佐賀県総務部行政デジタル推進課副課

長の職にある者が保管するものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、令和４年５月 31 日から施行する。 
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○ 佐賀県高度情報化推進協議会事務局規程の一部改正 

改正前 改正後（案） 

（事務局職員） 

第４条 略 

２ 事務局長は、佐賀県総務部情報課デジタ

ルイノベーション室長の職にある者をもっ

て充てる。 

３ 副事務局長は、佐賀県総務部情報課デジ

タルイノベーション室係長の職にある者（２

人以上あるときは、あらかじめ事務局長が指

名する者）をもって充てる。ただし、事務局

員のうちには、佐賀県総務部情報課デジタル

イノベーション室副室長の職にある者を充

てるものとし、当該事務局員は別に定めると

ころにより、通帳の保管者となる。 

４ 事務局員は、佐賀県総務部情報課デジタ

ルイノベーション室職員をもって充てる。 

５ 略 

（事務局職員） 

第４条 略 

２ 事務局長は、佐賀県総務部行政デジタル

推進課長の職にある者をもって充てる。 

３ 副事務局長は、佐賀県総務部行政デジタ

ル推進課行政デジタル化担当係長の職に

ある者（２人以上あるときは、あらかじめ

事務局長が指名する者）をもって充てる。

ただし、事務局員のうちには、佐賀県総務

部行政デジタル推進課副課長の職にある

者を充てるものとし、当該事務局員は別に

定めるところにより、通帳の保管者とな

る。 

４ 事務局員は、佐賀県総務部行政デジタル

推進課行政デジタル化担当職員をもって

充てる。 

５ 略 

 

附 則 

この規程は、令和４年５月 31 日から施行する。 

 

（理由） 

１ 佐賀県庁情報課組織改編（令和４年４月１日）に伴い、事務局の情報課デジタルイノベーション室が

行政デジタル推進課に変更されたことに伴うもの 
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佐賀県高度情報化推進協議会規約（改正後全文）（案） 

第１章 総    則 

 

（名  称） 

第１条  この会は、佐賀県高度情報化推進協議会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（目  的） 

第２条 本会は、情報ネットワークの整備が進み利活用の促進が中心課題になりつつある社会状況に的確に対応

し、本県の市民社会組織、産業界、学界、行政の連携により、21 世紀における豊かで住みよい地域社会の実現

にＩＣＴを効果的に活用していくため、県内各地域における情報化の推進を図ることを目的とする。 

 

（事  業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、プロジェクト事業、幹事会直轄事業及び本会の目的を達するた

めに必要なその他の事業を行う。 

２ プロジェクト事業は、本会が掲げる研究テーマに対し会員が責任者を務める組織や個人、自治体が応募する

もので、交付については別に定める要綱にしたがう。 

３ 幹事会直轄事業とは、幹事会が特に必要と判断し遂行する事業を指し、会員内外に委託できるものとする。 

 

（組  織） 

第４条 本会は、事業の円滑な運営に資するため、総会の下に幹事会を設けるとともに本会の 

庶務事項を処理する事務局を設ける。 

 

（部  会） 

第５条 本会の目的を達成するため、必要に応じて部会を設置することができる。 

２ 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、会長が幹事会の議を得て別に定める。 

 

第２章 会    員 

 

（会  員） 

第６条 本会の会員は、次のとおりとする。 

（１）一般会員 

      この会の目的に賛同した地方公共団体、企業、団体、個人とする。 

（２）特別会員 

      この会に対し、アドバイス等を行ってもらう国の出先機関等とする。 

 

（入  会） 

第７条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長あて提出しなければならない。 
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第３章 役員及び組織 

 

（役  員） 

第８条 本会に次の役員を置く。 

（１）会  長    １名 

（２）副会長    ２名 

（３）幹  事  ２５名程度 

（４）監  事    ２名 

２ 幹事を除く役員は、総会において会員の中から選任する。 

３ 幹事については、別に定める佐賀県高度情報化推進協議会幹事会設置・運営規程により選出し、総会におい

て承認する。 

 

（役員の職務） 

第９条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または、会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名するとこ

ろに従い、その職務を代行する。 

３ 幹事は、幹事会を構成し、本規約に定める事項及び会務の執行に関する事項を審議決定する。 

４ 監事は、本会の業務及び会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第 10 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ 

ならない。 

 

第４章 会    議 

 

（総  会） 

第 11 条 総会は、会員をもって構成し、次の事項について議決する。 

（１）中期推進項目及び事業計画に関すること 

（２）収支決算及び収支予算に関すること 

（３）規約の改廃に関すること 

（４）解散その他、本会の運営に関する重要な事項 

２ 総会は、会長が招集し、会議の目的たる事項等を通知しなければならない。 

３ 総会の開催は、集合によるもの又は電子媒体によるものとする。 

４ 総会は、原則として、年１回定期総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 

５ 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。 

６ 総会においては、会長が議長となる。 

７ 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
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（幹事会） 

第 12 条 幹事会は、幹事をもって構成し、別に定める事項について審議する。 

２ 幹事会の長として、幹事会座長を互選によって選出する。 

３ 幹事会は、原則として年間３回程度開催するが、その他必要に応じて開催できるものとする。 

４ 幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。 

５ 幹事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは幹事会座長の決するところによる。 

 

（専 決） 

第 13 条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について幹事会に諮った

上で、専決することができる。 

２ 会長は前項の規定により専決をしたときは、その内容について次の総会において報告しなければならない。 

 

第５章 会計及び会費の徴収方法 

 

（事業年度） 

第 14 条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

 

（会  費） 

第 15 条 本会は、経費に充当するため、一般会員より会費を徴収する。また、本会は、補助金並びに寄附金を受

けることができる。 

 

（事業計画及び予算） 

第 16 条 本会の事業計画及び予算は、会長が調製し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第 17 条 本会の事業報告及び決算については、監事の監査を受けた上で、総会において承認を得なければなら

ない。 

 

（残余財産の帰属等） 

第 18 条 本会が解散する場合において有する残余財産は、これまでの負担金の額に応じて構成団体に分配す

る。ただし、解散時の総会において、別の議決を行った場合は、その決議に従う。 

 

第６章 帳    簿 

 

（帳  簿） 

第 19 条 本会に次の帳簿を備え付けるものとする。 

（１）会議録 

（２）規約、役員名簿、会員名簿 

（３）会費納入簿 

（４）金銭出納簿 
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  第７章 その他 

 

（事務局） 

第 20 条 本会の連絡、会計その他の庶務事務を処理する事務局を佐賀県総務部行政デジタル推進課に置く。 

 

   附 則 

１  この規約は、平成元年 10 月 26 日から適用する。 

２  本会の設立初年度の事業年度は、第 14 条の規定に関わらず、設立総会のあった日から平成２年３月 31 日ま

でとする。 

３  本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 11条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。 

４  この規約に定めるものの他、本会の運営上の必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規約は、平成 16 年６月 11 日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成 19 年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成 20 年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成 22 年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成 23 年５月 26 日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成 26 年５月 28 日から適用する。 

附 則 

この規定は、平成 27 年５月 19 日から適用する。 

附 則 

この規定は、平成 28 年５月 26 日から適用する。 

附 則 

この規定は、平成 29 年５月 23 日から適用する。 

附 則 

この規定は、平成 30 年５月 29 日から適用する。 

附 則 

この規定は、令和元年５月 28 日から適用する。 

附 則 

この規定は、令和３年６月 11 日から適用する。 

附 則 

この規定は、令和４年５月３１日から適用する。 
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佐賀県高度情報化推進協議会会計規程（改正後全文）（案） 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、佐賀県高度情報化推進協議会（以下「本会」という。）の会計の処理に関して必要な事項を

定めるものとする。 

 

（金銭の範囲） 

第２条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書及び金銭に代わるべきその他の証書を

いう。 

 

（出納員） 

第３条 協議会の金銭並びに物品の出納及び保管その他会計事務をつかさどるため、出納員を置く。 

２ 出納員は、事務局職員のうち、佐賀県総務部行政デジタル推進課行政デジタル化担当係長の職にある者 

（２人以上あるときは、あらかじめ事務局長が指名する者）をもって充てる。 

３ 会長は、出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、臨時に出納員となる者を指定し、その職務を行わせ

ることができる。 

４ 出納員の事務を補助するため、会計事務担当者を置く。 

 

（会計年度） 

第４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 

 

（会計責任者） 

第５条 会計責任者は、事務局長とする。 

 

第２章 予算 

 

（目的） 

第６条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って編成し、事業活動の円滑な運営に資するこ

とを目的とする。 

 

（予算の作成） 

第７条 協議会の予算は、会計年度ごとに作成し、総会の承認を得て会長が定める。 

 

（補正予算） 

第８条 会長は、予算の決定後、やむを得ない理由により予算に変更を加える必要が生じたときは、補正予算を

調製し、総会に提案する。 

 

（予算の流用） 

第９条 会長は、予算の執行上必要があると認めるとき又はやむを得ない理由があるときには、幹事会に諮った

上で、科目相互間において予算を流用することができる。ただし、各配分額のいずれか低い額の 20 パーセン

トを上限とする。 
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２ 会長は前項の規定により流用をしたときは、その内容について次の総会において報告しなければならない。 

 

第３章 収入及び支出 

 

（収入） 

第 10 条 諸収入金を収入しようとするときには、当該収入金について必要な事項を調査し、 適正であると認

めたときは、直ちに徴収の決定を行わなければならない。 

 

（収納） 

第 11 条 収入金は、現金のほか、換金が確実と認められる小切手その他の証書をもって収納することができる。 

 

（支出伺行為） 

第 12 条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出伺に必要な書類を添えて決裁を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、通信費、消耗品費及び食糧費については、第１項の支出伺に代えて支出伺兼支出

命令書により整理することができる。 

 

（支出） 

第 13 条 支出は、支出命令書等（支出命令書又は支出伺兼支出命令書）に債権者の請求書及び必要な書類を添

えて行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の支出については、請求書を要しないものとする。 

（１）官公署等の発行した納付書等によるもの 

（２）切手、収入印紙 

（３）謝礼金、報償費その他これに類するもの 

（４）その他請求書により難いもの 

３ 会計責任者は、支出の都度、速やかに支出命令書、証拠書類（銀行が発行する振込伝票の控え等）、通帳を突

合して適正な支出が行われたことを確認し、支出命令書に確認した記録を残さなければならない。 

 

（特例的支払） 

第 14 条 事務取扱上やむを得ない場合は、次の特例的支払を行うことができる。 

（１）資金前渡払 

（２）概算払 

（３）前金払 

２ 前項第１号又は第２号の支払を行った場合は、事後に精算をしなければならない。 

 

（預金及び印鑑の管理） 

第 15 条 預金の名義人は、事務局長とする。 

２ 出納に使用する印鑑は、事務局長が保管し、押印するものとする。 

３ 出納に使用する通帳は、事務局員のうち、佐賀県総務部行政デジタル推進課副課長の職にある者が保管する

ものとする。 

４ 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、会長の承認を受けなければならない。 
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第４章 契約 

 

（見積書の徴収） 

第 16 条 契約を行おうとするときは、原則として二人以上から見積書を徴しなければならない。 

 

（見積書徴収の例外等） 

第 17 条 前条の規定にかかわらず、予定価格が 10 万円未満の契約を締結しようとするとき又は契約の性質上

二人以上から見積書を徴することが適当でないと認められるものについては、一人から見積書を徴するだけで

契約をすることができる。 

 

第５章 物品 

 

（物品の範囲） 

第 18 条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）備品：公印及び比較的長期間の使用又は保存に耐えられる物品で取得価格が３万円以上のもの 

（２）消耗品：取得価格が３万円未満のもの 

 

（物品の管理） 

第 19 条 物品管理のための台帳を備え、その保全状況及び異動について記録し、異動、毀損、滅失のあった場

合は、会計責任者に報告しなければならない。 

 

第６章  決算 

 

（出納閉鎖） 

第 20 条 出納は、毎年度の３月 31 日をもって閉鎖する。 

 

（決算書の提出） 

第 21 条 出納員は、出納閉鎖後、速やかに歳入歳出決算書を作成し、会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の決算書について、監事の監査を受けた後、総会に提案する。 

 

附 則 

この規定は、平成 18 年３月 13 日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 23 年５月 26 日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。 

この規程は、平成 28 年５月 26 日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 29 年５月 23 日から施行する。 
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附 則 

この規程は、平成 30 年５月 29 日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年６月 11 日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和４年５月 31 日から施行する｡ 
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佐賀県高度情報化推進協議会事務局規程（改正後全文）（案） 

 

（趣 旨） 

第１条  この規程は、佐賀県高度情報化推進協議会規約第４条及び第 16 条の規定に基づき、佐賀県高度情報化

推進協議会事務局（以下「事務局」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（業 務） 

第２条  事務局は、佐賀県高度情報化推進協議会（以下「本会」という。）の事務を処理する。 

 

（分掌事務） 

第３条  事務局の分掌事務は、次のとおりとし、会長または幹事会座長の指示を受けて次に掲げる事務を処理す

る。 

（１）文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。 

（２）諸規程の整理、保管に関すること。 

（３）予算案及び決算案の編製並びに経理の実務に関すること。 

（４）会議の招集、議案の準備、その他議事手続実務に関すること。 

（５）県内の地域情報化の推進に資する情報収集及び連絡に関すること。 

（６）印鑑の管守に関すること。 

（７）前各号に掲げるもののほか、協議会の事務に関すること。 

 

（事務局職員） 

第４条  事務局に次の職員を置く。 

（１）事務局長 

（２）副事務局長 

（３）事務局員 

２ 事務局長は、佐賀県総務部行政デジタル推進課長の職にある者をもって充てる。 

３ 副事務局長は、佐賀県総務部行政デジタル推進課行政デジタル化担当係長の職にある者（２人以上あると

きは、あらかじめ事務局長が指名する者）をもって充てる。ただし、事務局員のうちには、佐賀県総務部行

政デジタル推進課副課長の職にある者を充てるものとし、当該事務局員は別に定めるところにより、通帳の

保管者となる。 

４ 事務局員は、佐賀県総務部行政デジタル推進課行政デジタル化担当職員をもって充てる。 

５ 会長が必要と認めるときは、前項に定める者以外の職員を置くことができる。 

 

（職 務） 

第５条  事務局長は、事務局の事務を総括し､ 職員を指揮監督する｡ 

２  副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代行する。 

３  事務局員は、上司の命を受けて事務に従事する｡ 

 

（専 決） 

第６条  事務局長は、第３条に掲げる分掌についてすべて専決することができる｡ 

２ 前項の規定にかかわらず、特に重要又は異例に属するものであるときは、あらかじめ会長の指示を受けなけ

ればならない。 
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２ 代決者は、代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに事務局長の後閲を受けな

ければならない。 

 

（代 決） 

第７条  事務局長の決裁を要する事項について、事務局長が事故又は不在の時は、副事務局長が代決することが

できる｡ 

２ 代決者は、代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに事務局長の後閲を受けな

ければならない。 

 

（文 書） 

第８条  文書には記号及び番号を付さなければならない｡ただし、軽易な文書については､これを省略することが

できる｡ 

２  記号は「佐賀高情協」とする。 

３  番号は、事務局に備える文書整理簿により会計年度ごとの一連の番号を付さなければならない。 

４ 前項に定めるもののほか、文書の取扱いに関しては、佐賀県の例を参考に処理する。 

 

（公 印） 

第９条  事務局で使用する公印の名称、形状、寸法、書体及び印影は、別表のとおりとする。 

２ 前項で定める公印の保管責任者は、副事務局長とする。 

 

（補 則） 

第 10 条  この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営について必要な事項は、事務局長が別に定める｡ 

 

     附  則 

  この規程は、平成 23年５月 26 日から施行する｡ 

     附  則 

  この規程は、平成 26年４月１日から施行する｡ 

     附  則 

  この規程は、平成 28年５月 26 日から施行する｡ 

     附  則 

  この規程は、平成 29年５月 23 日から施行する｡ 

附  則 

この規程は、平成 30 年５月 29 日から施行する｡ 

附  則 

この規程は、令和３年６月 11 日から施行する｡ 

附  則 

この規程は、令和４年５月 31 日から施行する｡ 

  



26 

 

別表 

公印の種類 形状 寸法 書体 印影 

協議会会長印 

 

 

 

正方形 26mm×26mm てん書  

協議会事務局長印 

 

 

 

正方形 21mm×21mm てん書  

 

  



27 

 

第５号議案 令和４年度事業計画（案）について 

 

令和４年度は、中期推進項目として①ＩＣＴ利活用普及推進、②情報セキュリティ普及啓発を掲げ、本協議会

の目的達成に資する事業に取り組んでいくこととする。 

令和４年度は、より具体的なＩＣＴの利活用に関する情報収集に取り組む。 

 

中期推進項目 

これまで以上にＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、５Ｇ等の技術革新が進み、こうした技術を活

用した Society5.0の実現に向けた取組が進展しつつある。 

本協議会では、このような時代において新たな知識や価値を創出するために、多様な専門性

を持つ会員間の情報の共有化を図り、相互協力のもと、以下の中期推進項目を積極的に進めて

いく。 

① ＩＣＴ利活用普及推進 

県民がデジタル社会の利便性を実感・享受できる豊かで住みよい地域社会を実現するため

に、県民、県内事業者等に対しＩＣＴに関する最新情報やＩＣＴの更なる利活用のきっかけ

となる情報の収集、調査、周知等を行う。 

また、地域住民のＩＣＴ機器・サービスやマイナンバー制度の正しい理解の底上げ及び世

代間デジタルデバイドの解消に必要な取組の企画立案を行う。 

①  情報セキュリティ普及啓発 

ＩＣＴ機器の発展及び利活用の多様化に伴い、情報、人、組織等のあらゆるものが相互に

影響を及ぼし合う状況が当たり前となり、個人による発信も容易に行うことができる時代と

なった一方で、フィッシングによる個人情報等の搾取や標的型攻撃による被害など、個人、

事業者を問わず脅威が高まっていることから、引き続き、様々な機会や媒体により、ＩＣＴ

機器・サービスの正しい理解、特に情報セキュリティに関する普及啓発活動を行う。 

 

 

（体系） 

　関係団体との意見交換・事業調整

１　ＩＣＴ利活用促進調査研究

２　ＩＣＴ利活用推進団体支援事業 　ＩＣＴ利活用推進事業補助金交付

　ネットの安全・安心けいはつコンクール

　情報モラル啓発イベント

１　ＩＣＴに関する講演会

Ⅰ　ＩＣＴに関する講演会等

２　ＩＣＴ利活用先進事例収集・紹介

４　ネットワーク・広報事業

３　情報セキュリティ事業

Ⅱ　ＩＣＴ普及啓発事業

 

 

 

 

 



28 

 

 

Ⅰ ＩＣＴに関する講演会等（中期推進項目①、②関連） 

県内各地域における情報化の推進を図るため、会員、事業者及び一般県民を対象として、ＩＣＴの最新動

向を知るとともにＩＣＴの効果的な利活用を促進するための講演会を新しい生活様式に対応した形で開催す

る。 

また、講演会補完事業として、これからＩＣＴ利活用の推進を図ろうとする会員にとって参考となるＩＣＴ

利活用先進事例を視察する機会をつくる。 

 

Ⅱ ＩＣＴ普及啓発事業 

１ ＩＣＴ利活用促進調査研究（中期推進項目①、②関連） 

初心者層、シニア層、主婦層等のＩＣＴ利活用促進に向けた知見を得るとともに、県内に最先端技術の普

及推進を図るため、ＩＣＴ利活用に係る調査研究を行っている会員への補助を行う。 

令和３年度は調査研究費用の補助を、2 件 600 千円（１件当たり上限 300 千円）として公募したが応募が

なかったため、令和４年度は１件補助上限 500 千円に変更する。 

 

 ２ ＩＣＴ利活用推進団体支援事業（中期推進項目①、②関連） 

  ＩＣＴ利活用を推進する団体が実施する中期推進項目に該当する事業への補助（ＩＣＴ利活用促進事業補助

金交付）を行う。 

  

 ３ 情報セキュリティ事業  

県民の情報セキュリティの向上を目指し、その普及啓発活動を関係機関、団体等と協力し進める。 

取組事例としては、「ネットの安全・安心けいはつコンクール」に今年度も参画し、関係機関とともに主体

的に取り組むとともに、受賞作品を用いた「情報モラル啓発イベント」を主催し、情報モラルやセキュリテ

ィの啓発に取り組む。 

 

４ ネットワーク・広報事業（中期推進項目①、②関連） 

中期推進項目に合致する関係機関、団体の個々の取組内容、課題等を把握し、各取組との連携を推進する。

各種事業のＷｅｂ上での広報について協力する。 

また、本協議会ＨＰやＳＮＳ等のＷｅｂ各種媒体を通じて会員間の情報の共有化を図るとともに、本協議

会の事業告知や成果、関係団体のＩＣＴに関する取組、情報セキュリティに関する普及啓発資料等、ＩＣＴ

に関する様々な情報を広く社会に情報発信する。 
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【令和４年度事業スケジュール（案）】 

月 定期及び幹事会直轄事業 

４月  

５月 
◆定期総会（5/31(火)） 

◆第１回ＩＣＴに関する講演会（5/31） 

６月  

７月  

８月  

９月  

10 月  

11 月 ◆第２回ＩＣＴに関する講演会（予定） 

12 月  

１月  

２月 

 

◆ＩＣＴ利活用事例視察（予定） 

 

３月  

 

 ※ＩＣＴに関する講演会及びＩＣＴ利活用事例視察については、新型コロナウイルス 

 感染症などの状況により時期、回数が変更になることがある。 

  

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
推
進
団
体
支
援
事
業 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
促
進
調
査
研
究 
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第６号議案 令和４年度収支予算（案）について 

 

 

 

 

 

第７号議案 令和４年度会費の取扱い（案）について 

 

令和３年度は新型コロナウイルスの影響により講演会や会議等がオンライン開催となり、ICT 

利活用促進調査研究の応募もなかったことなどから多額の繰越金が生じている。 

第４回幹事会に諮り、令和４年度は特例措置として会費を徴収しないこととし、令和５年度 

からは通常の会費を徴収することとしたい。 

なお、令和５年度の会費の徴収については、決定次第連絡する。 
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会員一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               （以上 97会員） 

 

グループ 会員（令和４年４月１日現在） 

メディア・通信・

電器など 

（27＋２） 

 

計 29 

西日本電信電話㈱佐賀支店、㈱ドコモＣＳ九州佐賀支店、九州電力㈱佐賀

支店、㈱ＱＴｎｅｔ佐賀支店、ニシム電子工業㈱佐賀支店、ＫＤＤＩ㈱九

州総支社、㈱サガテレビ、日本放送協会佐賀放送局、㈱エフエム佐賀、Ｎ

ＢＣラジオ佐賀、有田ケーブル・ネットワーク㈱、伊万里ケーブルテレビ

ジョン㈱、㈱ぴーぷる、佐賀シティビジョン㈱、西海テレビ㈱、㈱ケーブ

ルワン、藤津ケーブルビジョン㈱、㈱多久ケーブルメディア、㈱テレビ九

州、㈱佐賀新聞社、㈲西九電装エンジニアリング、㈱宮園電工、日本電気

㈱佐賀支店、富士通Ｊａｐａｎ㈱佐賀支店、㈱音成印刷、誠文堂印刷㈱、

㈱古川総合印刷 

佐賀県ケーブルテレビ協議会、（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会佐賀地区支部 

ソフトウェア・

情報処理サービ

スなど 

（20＋１） 

 

計 21 

伊万里情報センター㈱、㈱ワールドシステムサービス佐賀事業所、㈱佐賀

情報管理センター、㈱佐賀電算センター、㈱佐賀ＩＤＣ、㈱ジェピック、

㈱ジムコ、ダイワボウ情報システム㈱佐賀支店、名村情報システム㈱、Ｎ

ＤＳデータソリューションズ㈱佐賀センター、㈱プライム、㈲佐賀情報ビ

ジネス、木村情報技術㈱、㈱トゥーファクトリー、㈱エヌビーコム、㈱サ

インズ、日本建設技術㈱、㈱マルゼン看板、㈱学映システム、㈱九州コー

ユー 

佐賀県ソフトウェア協同組合 

市民社会組織・

個人 

計６ 

ＮＰＯ法人佐賀県ＣＳＯ推進機構、ＮＰＯ法人ＩＴサポートさが、ＮＰＯ

法人シニアネット佐賀、ＮＰＯ法人シニア情報生活アドバイザー佐賀、平

田義信、志波幸男 

各種団体・学校 

 

計 14 

佐賀商工会議所、佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会、佐賀

県農業協同組合中央会、佐賀県有明海漁業協同組合、(一社)佐賀県医師会、

(一社)佐賀県建設業協会、(公社)佐賀県トラック協会、(公財)佐賀県産業

振興機構、唐津情報都市推進協議会、コープさが生活協同組合、唐津ビジ

ネスカレッジ、佐賀コンピュータ専門学校、佐賀大学 

地方自治体・特

別会員 

 

計 27 

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、

嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田

町、大町町、江北町、白石町、太良町、佐賀県、九州総合通信局、九州経

済産業局、九州農政局佐賀支局、佐賀県市長会、佐賀県町村会、佐賀県ネ

ットワーク・セキュリティ対策協議会 


